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添付 I トリチウムの被ばく評価における有機結合型トリチウムの影響について 

 

ALPS 処理水には、大量のトリチウム水（HTO）が含まれる。トリチウム水は、人を含む

動植物の体内に取り込まれると、トリチウム水のまま水としてふるまう自由水型トリチウム

（FWT：Free Water Tritium）から、一部が組織に取り込まれた有機結合型トリチウム

（OBT：Organically bound tritiumu）に変換される。OBT は、FWT に比べて体内に長く

留まることから被ばく影響も大きく、ICRP では OBT を摂取した場合の実効線量係数をトリ

チウム水と別に定めている。 

 

I-1 トリチウムの体内動態について 

ICRP Publication 56[I1]のモデルによれば、体内に取り込まれたトリチウム水（HTO)の

約 3％が OBT に変化し、FWT よりも長く体内に留まるとしている。体内における半減期

は、FWT で約 10 日、OBT では約 40 日としている。（図 I-1） 

一方、OBT として体内に取り込まれたトリチウムは、血液中で 50%が直ちに FWT に変

換されるとしている。それぞれのトリチウムは上記の半減期で、最終的には血液からトリチ

ウム水として対外に排出される。（図 I-2） 

これらの体内における動態モデルを踏まえ、ICRP Publication 72[I2]におけるトリチウ

ムの実効線量係数は、それぞれ以下の通りとされている。 

・自由水型トリチウム（FWT）  1.8E-11 Sv/Bq 

・有機結合型トリチウム（OBT） 4.2E-11 Sv/Bq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 図 I-1トリチウム水（HTO）摂取の ICRPモデル 

(UNSCEAR2016 附属書 C[I3]より引用） 
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 なお、ICRP Publication 134 [I4]では新しい体内動態モデルが示されており、体内半減

期約 40 日の OBT に加え、体内半減期約 1 年と更に長期間体内に留まる OBT をモデルに組

み込んでいる。 

このモデルによる実効線量係数は以下の通り Publication 72 よりも高くなっているが、

こちらで計算した場合も被ばく評価結果への影響が大きく変わるものではない。 

・自由水型トリチウム（FWT）  1.9E-11 Sv/Bq 

・有機結合型トリチウム（OBT） 5.1E-11 Sv/Bq 

本モデルでは、トリチウム水を継続して摂取した場合、全身のトリチウムのうち約６％が

OBT と予測されるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 I-2 OBT摂取の ICRPモデル 

(UNSCEAR2016 附属書 C より引用） 
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図 I-3 HTO摂取の ICRP新モデル 

(UNSCEAR2016 附属書 C より引用） 

図 I-4 OBT摂取の ICRP新モデル 

(UNSCEAR2016 附属書 C より引用） 
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I-2 OBT 摂取による被ばく評価への影響について  

 ALPS には、共沈、吸着、物理フィルターなどが設けられており、除去対象の 62 核種を

その化学形態に依らず除去している。これまでの分析結果からは、有機物が多く含まれてい

るような状況は見られていない（参考 D「ALPS 処理水等の水質について」参照）。従っ

て、ALPS 処理水に含まれるトリチウムは、全量 HTO とし、飲水や海水のしぶきの吸入に

よる内部被ばくの評価においては、OBT は考慮せず全量 HTO として評価を行った。 

一方、環境中の動植物においては、トリチウム水の一部が OBT に変換されることから、

海産物として摂取するトリチウムの一部は OBT であることが考えられる。ただし、環境中

でトリチウムと水素の同位体比率が変わるような濃縮は見られないこと、及び海産物の重量

の７割～９割程度が水であることから、OBT によって、海産物中のトリチウム濃度が大き

く変わることは無いと考えられる。 

 トリチウム水摂取の実効線量係数を DCFWT、OBT 摂取の実効線量係数を DCOBT、摂取す

るトリチウムの内 OBT の比率をＸ％とした場合、実効線量係数 DC 補正は、次式で表せる。 

   DC 補正＝（1-X/100）DCFWT+ X/100DCOBT （I1） 

式（I1）により補正した実効線量係数を表 I-1 に示す。 

本報告書では、海産物摂取による内部被ばくの評価において、OBT の割合を 10%として

計算を行った。 

 

表 I-1 海産物から摂取するトリチウムのうち OBTの割合により補正した実効線量係数 

海産物の 

ＯＢＴの割合 

（％） 

実効線量係数 

(mSv/Bq) 
備考 

成人 成人 成人   

0 1.8E-08 3.1E-08 6.4E-08   

10 2.0E-08 3.5E-08 7.0E-08 評価に使用 

20 2.3E-08 3.9E-08 7.5E-08   

100 4.2E-08 7.3E-08 1.2E-07   
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I-3 海生動植物の OBT について  

 環境中における、HTO と OBT の同位体比については、フランスのラ・アーグ再処理施設

周辺で行われたモニタリングの結果（図 I-5）が示されている[I5]。海藻から魚類までどの

種においても同位体比は同じであり、濃縮するような傾向は見られていない。 

 

 

図 I-5 ラ・アーグ再処理施設周辺海域で行われた海生動植物中の OBTと HTO 濃度の調

査結果 

 

 また、当社が福島第一原子力発電所周辺で 2014 年以降実施してきた魚のモニタリングに

おいても、これまでに測定した 83 試料で OBT が検出されたことは無い。 
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添付 II ALPS 処理水の放出に係る期間に関する考察 

 

福島第一原子力発電所では、ALPS 処理水希釈放出設備及び関連施設を設置し、タンクに貯留

された ALPS 処理水を放出することにより、「東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発

電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ」や「東京電力福島第一原子力発電所 中期的リ

スクの低減目標マップ」に沿った廃炉作業に必要な敷地を確保する計画である。 

本項では、ALPS 処理水を計画的に放出しタンク容量を減らしていくことで、廃炉作業に必要

な敷地を確保できることを、ALPS 処理水放出シミュレーションを用いてお示しする。 

 

II-1. ALPS 処理水放出シミュレーションの前提条件 

ALPS 処理水放出シミュレーションの前提条件として、シミュレーション期間、希釈放出設備

の仕様、放出する ALPS 処理水に関する条件について以下の通り定める。 

シミュレーション期間として、2021 年度1からの 1 年単位でのシミュレーションとし、2023

年度より放出を開始し、2051 年度2に放出完了する前提とする。 

希釈放出設備の仕様として、ALPS 処理水の流量は最大 500m3/日、年間稼働率は 8 割（放出

日数 292 日）を前提とする。海水流量は、海水ポンプの稼働台数が 1～3 台として、17 万～51

万 m3/日とする。 

放出する ALPS 処理水に関する条件として、年間トリチウム放出量は 22 兆 Bq を上限とする

とともに、ALPS 処理水の海洋放出は廃炉作業に必要な敷地の確保が目的であることから、各年度

におけるタンク容量を制約条件とする。また、トリチウムは半減期 12.32 年の放射性物質である

ことから、1 年間に約 5.5%減少する前提とする。なお、放出開始当初は少量から放出する計画で

あることから、2023 年度の年間トリチウム放出量は 2024 年度の半分と設定する。 

加えて、今後放出する ALPS 処理水には、「日々発生する ALPS 処理水」と「タンクに貯留され

ている ALPS 処理水等」がある。これらの水の放出順序として、「タンクに貯留されている ALPS

処理水等」のうち測定・確認用設備として使用する K4 タンク約 3 万 m3を放出した後、「日々発

生する ALPS 処理水」及び「タンクに貯留されている ALPS 処理水等」のトリチウム濃度の薄い

順に放出する前提とする。なお、「日々発生する ALPS 処理水」は、建屋内トリチウム総量が 0 と

なるまで、発生する限り放出を継続する。この際、「日々発生する ALPS 処理水」の 1 日当たりの

                                                   
1 日本国内における１事業年度は 4 月１日に開始し翌年 3 月 31 日に終了する。 

2 中長期ロードマップにおいては、放射性物質の放出が管理され放射線量が大幅に抑えられている状況を達成し

た 2011 年 12 月から 30～40 年後の廃止措置終了が目標として定められている。 
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発生量については、2025 年以降に 100m3/日となるよう、段階的に汚染水発生量が毎年 10m3/

日ずつ減少することを前提とする。 

 

表 II-1 ALPS 処理水放出シミュレーションの前提条件 

年間トリチウム放出量 

（22 兆ﾍﾞｸﾚﾙ/年未満） 

敷地利用計画に影響を与えない範囲で海洋放出完了が2051年度となる放出総量を

設定 

シミュレーション 

評価開始日 
2021 年 4 月 1 日（1 年単位でのシミュレーション） 

放出開始日 2023 年 4 月 1 日 

ALPS 処理水流量 最大 500m3/日 

希釈用海水流量 17 万 m3/日（海水ポンプ 1 台）～51 万 m3/日（海水ポンプ 3 台） 

ALPS 処理水 

放出順序 

測定・確認用設備として使用する K4 タンク約 3 万 m3をトリチウム濃度の薄い順

に放出 

その後、その他のタンク・新規発生 ALPS 処理水もトリチウム濃度の薄い順に放出 

トリチウム減衰 半減期 12.32 年として考慮（1 年間で約 5.5%減少）、新規発生分も減衰考慮 

ALPS 処理水発生量 
2025 年度以降に 100m3/日となるよう、段階的に汚染水発生量が毎年 10m3/日ず

つ減少することを仮定 

放出日数 292 日（稼働率 8 割） 

 

なお、「日々発生する ALPS 処理水」については、今後発生するものであり不確実性が高いこ

とから、トリチウム総量が最も多いケースと、トリチウム総量が最も少ないケースの 2 ケースで

評価を行った。トリチウム総量が最も多いケースでは、新規発生トリチウム濃度として 2021 年

1 月から 6 月のうちの最大値 44.8 万 Bq/L を、建屋内トリチウム総量は事故時点でのトリチウム

総量 3400 兆 Bq が建屋又はタンクに全量残存していると仮定し約 1150 兆 Bq を前提とする。ト

リチウム総量が最も少ないケースでは、新規発生トリチウム濃度として 2021 年 1 月から 6 月の

うちの最小値 21.5 万 Bq/L を、建屋内トリチウム総量は建屋内滞留水貯水量及び濃度より推計し

た約 81 兆 Bq を前提とする。 
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表 II-2 ALPS 処理水放出シミュレーションの評価ケース 

 

これらの前提条件のもと、毎年度の年間トリチウム放出量の最小値、ALPS 処理水等貯水量、

ALPS 処理水平均流量及び海水希釈前後のトリチウム平均濃度を評価した。 

 

II-2. ALPS 処理水放出シミュレーション結果 

それぞれのケースについて、敷地利用計画に影響を与えないよう年間のトリチウム放出総量を

変化させ、海洋放出完了がちょうど 2051 年度となる放出総量を評価した結果、トリチウム総量

が最も多いケースの年間トリチウム放出量の最大は 22 兆 Bq、トリチウム総量が最も少ないケー

スの年間トリチウム放出量の最小は年間最大 16 兆 Bq となり、いずれのケースにおいても、年間

22 兆 Bq の範囲内で 2051 年度までに放出完了することを確認した。 

各年度の年間トリチウム放出量は、トリチウム総量が最も多いケースでは、2023 年度は 11 兆

Bq/年、2024～2029 年度は 22 兆 Bq/年、2030～2032 年度は 18 兆 Bq/年、2033 年度以降は

16 兆 Bq/年となった。一方、トリチウム総量が最も少ないケースでは、2023 年度は 8 兆 Bq/

年、2024～2028 年度は 16 兆 Bq/年、2029 年度以降は 11 兆 Bq/年となった。 

 

図 II-1 トリチウム総量が最も多いケース 

ケース トリチウム総量が最も多いケース トリチウム総量が最も少ないケース 

新規発生 

トリチウム濃度 

44.8 万ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑ 

（2021/1/5、2021 年最大） 

21.5 万ﾍﾞｸﾚﾙ/㍑ 

（2021/6/1、2021 年最小） 

建屋内トリチウム総量 

（2021/4/1 時点） 

約 1150 兆ﾍﾞｸﾚﾙ 

（事故時 3400 兆ﾍﾞｸﾚﾙが建屋・ﾀﾝｸに全量残存） 

約 81 兆ﾍﾞｸﾚﾙ 

（建屋内滞留水貯水量及び濃度より推計） 
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図 II-2 トリチウム総量が最も少ないケース 
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添付 III 希釈水の取放水による外部影響について 

ALPS処理水の放出にあたっては、取り除くことが困難なトリチウムの濃度を、法令に定

める濃度を大幅に下回る 1500Bq/L未満となるまで、海水により 100倍以上に希釈して放

出する。ALPS処理水の希釈用海水は、5号機取水口から取水する計画であるが、港湾内の

海水濃度は周辺海域の海水よりも若干高い放射性物質濃度となっていることや、港湾内の海

底土等の影響を考慮し、5/6号機放水口北側から海水を引き込む計画である。 

 

III-1. 港湾の海水濃度の状況 

港湾の Cs-137濃度の現状は図 III-1の通り。1～4号機取水口付近の濃度が高く、港湾

口や 5,6号機側に向けて 1～4号機取水口付近から遠ざかると濃度が低下している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-1 港湾のセシウム 137 濃度の状況 

 

III-2. 希釈用海水の取放水に伴い想定される外部への影響とその対策について 

III-1.で示したとおり、港湾内の海水中放射性物質濃度は、1-4号機取水口付近が高い傾

向がある。希釈用の海水は、6号機取水口付近から取水する計画であり、1-4号機取水路開

渠側から 5，6号機側へ濃度の高い海水を引き込む可能性が考えられる。 

対策として、取水設備設置にあたっては、5,6号機取水路開渠を仕切堤（捨石傾斜堤＋シ

ート）にて、1-4号機側からの海水の流入を抑止し、代わりに北防波堤透過防止工の一部を

改造し、港湾外から希釈用の海水を取水する設計とする。（図 III-2） 
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この結果、 5,6号機取水路開渠の海水中放射性物質濃度は低下し、 5,6号機取水路開渠

への拡散が抑制される物揚場付近の濃度がわずかに上昇する可能性があるものの、希釈用海

水の取放水に伴う外部への影響を抑制できるものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-2 取放水計画と港湾のセシウム 137濃度の状況 

 

 

III-3. 希釈用海水の取放水による外部影響の評価 

対策の効果を確認するため、港湾内（1-4号機側）から取水する場合と港湾外（5,6号機

放水口北側）から取水する場合の外部影響について比較評価を行った。 

評価は、ALPS処理水の放出における人への被ばく評価において、希釈用海水によって港

湾外に移動する放射性物質の移動量をソースタームに付加する形で行った。 

 

（１）ソースタームに付加する放射性物質移動量の設定 

比較評価に使用する希釈用海水の濃度としては、港湾外取水が 5,6号機放水口北側、港湾

内取水が港湾内北側のモニタリング結果（2019年度から約 3年間）から設定した。（図

III-3） 

対象核種は、港湾の海水中に存在が確認されており、モニタリングの対象としている Cs-

137、Sr-90、H-3（Cs-137、Sr-90は、それぞれ子孫核種 Ba-137と Y-90が平衡状態で

同じ濃度で含まれると仮定）とした。 
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なお、港湾内外で検出下限値が異なる（港湾内の方が高い）ため、港湾内北側の Cs-

137、H-3は過大評価となっている可能性があるものの、5,6号機放水口北側の方が低濃度

であることは明らかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 III-3 比較評価に使用する希釈用海水の放射性物質濃度 

 

希釈用海水（希釈用海水ポンプ 3台運転の場合）の中に含まれ、港湾外に移動する放射性

物質の核種 iの移動量Ｍ(i)は、上記で設定した希釈水の海水濃度ＣＤ(i)より、以下の式によ

り求めた。 

 

Ｍ(i)[Bq/年]＝CＤ(i)[Bq/L]×51万[m3/日]×1000[L/m3]×365[日/年]×0.8(稼働率） 

 

評価用のソースタームとしては、放射線影響評価に用いた「K4タンク群の実測値」及び

「仮想した ALPS処理水」の２種類を用いた。追加した放射能移動量は表 III-１の通り。 

  

注： 

1. Cs-137濃度は、5,6号機放水口北側が週 1回の詳細分析、港

湾内北側は毎日の分析結果を使用。 

2. Sr-90濃度は、5,6号機放水口北側が月 1回、港湾内北側は週

1回の分析結果を使用。 

3. H-3濃度は、いずれも週 1回の分析結果を使用。 

4.2021年度の集計期間は、2021年 4月 1日～12月 31日まで

の 9ヶ月間。 
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表 III-1 希釈用海水による核種毎の年間放射能移動量 

核種 

港湾外取水 
（5，6号機放水口北側） 

港湾内取水 
（港湾内北側） 

評価用濃度 
(Bq/L) 

移動量 
(Bq/年) 

評価用濃度 
(Bq/L) 

移動量 
(Bq/年) 

Cs-137 2.4E-01 3.6E+10 4.6E-01 6.9E+10 

Sr-90 1.3E-02 1.9E+09 4.3E-02 6.4E+09 

H-3 1.1E+00 1.6E+11 2.1E+00 3.1E+11 

 

 

（２）評価結果 

被ばく評価の結果は表 III-2、III-3の通り。港湾外から取水する方が外部への影響は小さ

い。 

ただし、いずれの評価結果も線量限度 1mSv/年や線量目標値 0.05mSv/年と比べてわず

かであり、仮に希釈水として港湾内の海水を取水した場合でも被ばくへの影響は小さい。 
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表 III-2 代表的個人（海産物を多く摂取する場合）の被ばく評価結果の比較 

 

放射線影響評価

報告書

5，6号機放水口

北側取水
港湾内北側取水

放射線影響評価

報告書

5，6号機放水口

北側取水
港湾内北側取水

海水面からの被ばく 6.5E-09 7.4E-08 1.4E-07 1.8E-07 2.5E-07 3.1E-07

船体からの被ばく 5.2E-09 5.9E-08 1.1E-07 1.4E-07 1.9E-07 2.4E-07

海中作業における被

ばく
2.8E-10 3.3E-09 6.0E-09 7.9E-09 1.1E-08 1.4E-08

砂浜からの被ばく 5.0E-07 6.0E-06 1.1E-05 1.4E-05 1.9E-05 2.4E-05

漁網からの被ばく 1.6E-06 1.7E-05 3.1E-05 4.5E-05 6.0E-05 7.4E-05

6.1E-05 7.3E-05 8.4E-05 2.0E-03 2.0E-03 2.1E-03 成人の値

6.3E-05 9.6E-05 1.3E-04 2.1E-03 2.1E-03 2.2E-03

内部被ばく（ｍSv/年）

合計（mSv/年）

K4タンク群の実測値 仮想したALPS処理水

評価ケース 備考

外部被ばく

(mSv/年）

 

表 III-3 年齢別の内部被ばく評価結果（海産物を多く摂取する場合） 

放射線影響評価

報告書

港湾外取水

（5，6号機放水口）

港湾内取水

（港湾内北側）

放射線影響評価

報告書

港湾外取水

（5，6号機放水口）

港湾内取水

（港湾内北側）

成人 6.1E-05 7.3E-05 8.4E-05 2.0E-03 2.0E-03 2.1E-03

幼児 9.4E-05 9.9E-05 1.1E-04 3.1E-03 3.1E-03 3.1E-03

乳児 1.1E-04 1.1E-04 1.2E-04 3.9E-03 3.9E-03 3.9E-03

内部被ばく

（ｍSv/年）

K4タンク群の実測値 仮想したALPS処理水

備考評価ケース
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添付 IV 評価対象以外の移行経路、被ばく経路について（Tecdoc1759 による試

算） 

 

 放射線影響評価報告書（設計段階）（以下、報告書）における移行、被ばく経路の選定

は、国内の安全指針を策定してきた旧原子力安全委員会が了承した「発電用軽水型原子炉施

設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（以下、軽水炉の線量評価につい

て）、及び先行事例である六ヶ所再処理施設の事業指定申請書（以下、六ヶ所申請書）を参

考とした。軽水炉の線量評価については、発電用原子炉施設の安全審査で行う一般公衆に対

する線量評価の基本的考え方の検討として、重要と思われる被ばく経路についてのケースス

タディを行っており、液体廃棄物中の放射性物質による線量評価としては、以下について試

算を行っている。 

 （１）海上作業における外部被ばく 

 （２）遊泳における外部被ばく 

 （３）海浜作業における外部被ばく 

 （４）漁網操作における外部被ばく 

 （５）海産物摂取による内部被ばく 

 なお、試算した結果として液体廃棄物による被ばくについては海産物の摂取による内部被

ばくが最も重要な被ばく形態としている。 

一方、六ヶ所申請書では、以下について線量計算を行い、審査を受けている。 

 （１）海水面からの外部被ばく 

 （２）船体からの外部被ばく 

 （３）海中作業からの外部被ばく 

 （４）漁網からの外部被ばく 

 （５）海産物摂取による外部被ばく 

近傍に砂浜が無いため、海浜作業における外部被ばくは選定されていない。本報告書では、

まずこれらを参考に被ばく経路の選定を行った。 

一方、本報告書の作成にあたって参照した IAEA GSG-10 では、移行経路、被ばく経路に

ついて考慮すべき経路が示されている。これらの移行経路、被ばく経路について、あらため

て経路の網羅性の観点から検討を行い、被ばく線量の試算を行った上で、被ばくの大きさと

網羅性の観点から経路の追加について検討を行った。 

 具体的には、IAEA の Tecdoc-1759” Determining the Suitability of Materials for 

Disposal at Sea under the London Convention 1972 and London Protocol 1996: A 
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Radiological Assessment Procedure”（海洋汚染防止に関するロンドン条約（1972）とロ

ンドン議定書（1996）[IV1]に基づき、海洋投棄する物質の適合性を判断するための放射線

影響評価手順）に示された移行経路及び被ばく経路について、同書の評価手法による評価を

行って、報告書の被ばく評価結果との比較を行った。 

  

IV-1. Tecdoc1759 の評価手法 

IV-1-1. ソースターム 

被ばく評価手法や経路によって、被ばく影響の大きな核種が異なる事から、ソースターム

は、64 核種すべてが含まれた実測値によるソースタームを用いた。 

 

IV-1-2. 環境中での拡散、移行のモデリング 

 移行経路は、IAEA が GSG-10 で示した経路を踏まえて、以下の通り選定した。 

 (1) 直接放射線 

ALPS 処理水の処分で取り扱う放射性物質は、ALPS 処理水又は希釈した ALPS

処理水のみである。ALPS 処理水は、あらかじめトリチウム以外の放射性物質が告

示濃度比総和１未満となるまで浄化した水であり、ALPS 処理水及び施設からの直

接放射線による被ばくの影響はほとんど無いと考え、報告書では、移行経路として

選定しなかった。 

本評価でも選定しない。 

 

(2) 大気中での拡散、大気から地表への沈着と再浮遊 

ALPS 処理水は、液体として海水により希釈して海洋放出すること、及び大気中

への移行の前に海洋で希釈されることから、大気中に拡散した放射性物質による被

ばくの影響はほとんど無いと考え、報告書では移行経路として選定しなかった。 

本評価でも選定しない。 

 

(3) 海水中での移流、拡散 

ALPS 処理水は、液体として海洋放出することから、報告書では海水中での移

流、拡散を選定した。 

本評価でも選定した。 

 

(4) 海水から船体への移行 



添付 IV-3 

海水中で拡散した放射性物資は、周辺海域で継続して操業する船舶の船体へ移行

するものと考えられることから、報告書では移行経路として選定した。 

Tecdoc1759 では経路、計算手法が例示されていないため、本評価では試算の

対象としない。 

 

(5) 海水から海岸堆積物への移行 

海水中で移流、拡散した放射性物資は、海岸堆積物へ移行するものと考えられる

ことから、報告書では移行経路として選定した。 

Tecdoc1759 でも経路、計算手法が例示されていることから、本評価でも選定

した。 

 

(6) 海水から浮遊粒子及び海底堆積物への移行 

海水中で移流、拡散した放射性物資は、一部が浮遊粒子及び海底堆積物に吸着

し、移行により海水中濃度は低下する。一方で、海底堆積物には放射性物質が蓄積

し、長期的には海水中濃度と海底堆積物の濃度は平衡に達する。報告書では、保守

的に移流、拡散の段階では考慮せず、海生動植物の被ばく評価時に、海底堆積物と

の間で分配係数で平衡状態になっているものとして考慮した。 

Tecdoc1759 では、放出された放射性物質が海水、浮遊粒子、海底堆積物に分

配されるモデルによる計算手法が例示されていることから、本評価でも選定した。 

 

(7)海水から漁網への移行 

海水中で移流、拡散した放射性物資は、海水中で使用される漁網への移行するも

のと考えられる。国内の先行事例においても評価されていることから、報告書では

選定した。 

Tecdoc1759 では経路、計算手法が例示されていないため、本評価では試算の

対象としない。 

 

(8)海水から大気への移行 

ALPS 処理水は、液体として海水により希釈して海洋放出すること、及び大気中

への移行の前に海洋で希釈されることから、海水から大気中に拡散した放射性物質

による被ばくの影響はほとんど無いと考え、報告書では移行経路として選定しなか

った。 
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Tecdoc1759 では、海水から水しぶきとして移行する経路、計算手法が例示さ

れており、経路として選定した。 

 

(9) 海岸堆積物から大気への移行 

海岸堆積物が大気に移行する量はわずかであり、海岸に滞在する時間も短いこと

から、被ばくによる影響はほとんど無いと考え、報告書では移行経路として選定し

なかった。 

Tecdoc1759 では経路、計算手法が例示されており、経路として選定した。 

 

(10) 海水から海産物への移行 

海水から海産物への移行（濃縮）は、広く知られており、軽水炉をはじめ、国内

の先行事例においても評価されていることから、報告書では選定した。 

Tecdoc1759 でも経路、計算手法が例示されており、経路として選定した。 

拡散シミュレーションは、報告書と同じ計算結果を使用するが、Tecdoc1759

では、計算領域内に放出された核種の年間放出量と計算領域を通過する海水の量か

ら求めた核種 j の平衡濃度 CBOX(j)から、浮遊粒子濃度、海底堆積物への移行を考

慮して溶存濃度 CDW(j)を次式により求める。 

 

CDW(j)=
CBOX(j)

1+Kd(j)(S+
LBρw
D

)
 (IV 1) 

 

ここで、 

Kd(j)は核種 j の底質分配係数（単位：m3/kg）である。 

S は浮遊物質濃度（単位：kg/m3）である。3E-03kg/m3 を使用。 

LB は堆積物境界層の厚さ（単位：m）である。1E-02m を使用。 

ρB は堆積物境界層の密度（単位：kg/m3）である。1500kg/m3 を使用。 

D はモデルの水深（単位：m）である。放水口位置の水深 12m を使用。 

浮遊粒子の質量密度 Cp(j)（Bq/kg）は、次式で求めた。 

 

CP(j)=Kd(j)CDW(j) (IV 2) 

 

溶存態と浮遊粒子を合わせた海水中の濃度 Cw(j)は、次式で求めた。 
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CW(j)=(1+Kd(j)S) CDW(j) (IV 3) 

 

IV-1-3. 被ばく経路の特定 

Tecdoc1759 に示された経路、計算手法から、以下の被ばく経路の試算を行った。 

・砂浜からの外部被ばく 

・海岸堆積物の不注意な摂取による内部被ばく 

・遊泳中の飲水による内部被ばく 

・飛散した海岸堆積物の吸入による内部被ばく 

・海水の水しぶきの吸入による内部被ばく 

・海産物摂取による内部被ばく 

・皮膚の汚染による被ばく 

計算方法は以下の通り。 

 

（１）砂浜からの外部被ばく 

 砂浜に移行した核種 j からの外部被ばく Eext,shore,public（Sv）は、次式により計算す

る。 

 

Eext,shore,public=tpublic∑ CS(j)DCgr(j)j  (IV 4) 

 

Cs(j)=
𝐶𝑃(𝑗)𝜌𝑠𝑑𝑠

10
 (IV 5) 

 

ここで 

tpublic は、海岸の滞在時間（単位：時間） 

DCgr(j)は、放射性核種 j の地上汚染に対する線量換算係数（単位：

(Sv/h)/(Bq/m2)）。米国環境保護庁が作成した、最新の FGR15※[IV 2]の地表

面汚染による線量換算係数を使用。表 IV -1 に示す。 

Cs(j)は海岸堆積物中の放射性核種 j の表面汚染密度（単位：Bq/m2） 

ρs は海岸堆積物の密度（1.5E+03kg/m3）である。 

ds は海岸堆積物の有効厚さ（単位：0.1m）である。 

浮遊粒子中における核種 j の放射性物質濃度 Cp(j)（単位：Bq/kg，乾燥重量）

は，式(IV 2)より求める。 
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（２）海岸堆積物の不注意な摂取による内部被ばく 

海岸堆積物の不注意な摂取による内部被ばく Eing,shore,public（Sv）は、次式により計算

する。 

 

Eing,shore,public=tpublicHshore∑
Cs

ρsLB
𝑗 DCing(j)  (IV 6) 

 

ここで、 

tpublic は、海岸の滞在時間（単位：時間） 

Hshore は，海岸堆積物の 1 時間当たりの摂取量（単位：kg/h）である。

Tecdoc1759 の推奨値 5.0E-06kg/h を使用する。 

Cs(j)は海岸堆積物中の放射性核種 j の表面汚染密度（単位：Bq/m2） 

ρs は海岸堆積物の密度（1.5E+03kg/m3）である。 

ds は海岸堆積物の有効厚さ（単位：0.1m）である。 

DCing(j) は放射性核種 j の経口摂取による単位取込量当たりの預託実効線量（単

位：Sv/Bq）[IV 3]である。表 IV -2 に示す。 

 

（３）海水の摂取による内部被ばく 

海岸で遊泳中に誤って海水を飲んでしまう場合の内部被ばく Edrink,public（Sv）は、次

式により計算する。 

 

Edrink,public=tpublicHswim∑ Cw(j)𝑗 DCing(j) (IV 7) 

 

ここで、 

tpublic は、遊泳時間（単位：時間） 

Hswim は、遊泳中の海水摂取率（単位：L/h）である。保守的に 0.2L/h とした。 

Cw(j)は、式(IV 3)で求めた核種 j の海水中濃度（単位：Bq/m2） 

DCing(j) は放射性核種 j の経口摂取による単位取込量当たりの預託実効線量（単

位：Sv/Bq）[IV 3]である。表 IV -2 に示す。 

 

（４）飛散した海岸堆積物の吸入による内部被ばく 
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海岸で滞在中に、飛散した海岸堆積物を吸入する場合の内部被ばく Einh,shore,public

（Sv）は、次式により計算する。 

 

Einh,shore,public=tpublicRinh,publicDLshore∑ Cp(j)DCinh(j)𝑗  (IV 8) 

 

ここで、 

tpublic は海岸滞在時間（単位：時間）である。 

Rinh, public は、一般人の吸入速度（単位：m3/h）である。Tecdoc1759 の推奨

値（成人 0.92m3/h）を使用する。 

DLshore は海岸堆積物の粉塵負荷係数（単位：kg/m3）である。Tecdoc1759 の推

奨値 2.5E-09kg/m3 を使用する。 

DCinh(j) は放射性核種 j の吸入による単位取込量当たりの預託実効線量（単位：

Sv/Bq）である。表 IV -3 に示す。 

堆積物中の放射性核種濃度 Cp(j)（Bq/kg)は、式(IV 2)から求められる。 

 

（5）海水の水しぶきの吸入による内部被ばく 

海岸で滞在中に、波等による水しぶきを吸入する場合の内部被ばく Einh,shore,public

（Sv）は、次式により計算する。 

 

Einh,spray,public=tpublic･Rinh,public

Cspray

𝜌𝑤
∑ Cw(j)DCinh(j)𝑗  (G9) 

 

ここで、 

tpublic は海岸滞在時間（単位：時間）である。 

Rinh, public は、一般人の吸入速度（単位：m3/h）である。推奨値（成人

0.92m3/h）を使用する。 

Cspray は空気中の海水噴霧の濃度(単位：kg/m3）である。Tecdoc1759 の推奨値

1.0E-02kg/m3 を使用する。 

ρw は海水の密度（1E+03kg/m3）である。 

Cw(j)は海水中の放射性核種 j の濃度（単位：Bq/m3）である。 

DCinh(j)（単位：Sv/Bq）は、吸入による単位取込量当たりの預託実効線量であ

り、表 IV -3 を使用する。 
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（6）海産物摂取による内部被ばく 

海産物を摂取する場合の内部被ばく Eing,food,public（Sv）は、次式により計算する。 

 

Eing,food,public=∑ HBk (k)∑ CEBj (j,k)DCing(j) (IV 10) 

 

ここで、 

HB(k)は、魚介類 k の年間摂取量（単位：kg）である。 

DCing(j) は放射性核種 j の経口摂取による単位取込量当たりの預託実効線量（単

位：Sv/Bq）である。表 IV -2 を使用する。 

CEB(j,k) は、魚介類 k の可食部における核種 j の濃度であり、次式で求める。 

 

CEB(j,k)＝CF(j,k)CDW(j) (IV 11) 

 

ここで、 

CF(j,k)は、魚介類ｋの核種ｊに対する濃縮係数（単位：(Bq/kg)/(Bq/L)） 

CDW(j)は海水中の放射性核種 j の溶存濃度（単位：Bq/m3）であり、式(IV 1)で

求める。 

 

（7）海底堆積物が皮膚に付着した場合の皮膚の被ばく 

漁網操作時に、漁網とともに引き上げられた海底堆積物が皮膚に付着した場合を想定

し、皮膚の実効線量 Eskin(Sv)は、次式により計算する。 

 

Eskin=0.01tpublic∑ S𝑑j DCskin(j) (IV 12) 

 

ここで、 

0.01 は、皮膚の組織荷重係数 

tpublic は、被ばくの継続時間。 

DCskin(j) [(Sv/年)/(Bq/cm2)] は、 IAEA SRS44[IV 4]に示されている皮膚等価

線量換算係数（ベータおよびガンマ放出核種）である。表 IV -4 に示した。 

Sd は表面汚染密度（Bq/cm2）であり、次式から求めた。 

 

  Sd＝Kd(j)CDW(j)ρd (G13) 
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ここで 

Kd(j)は核種 j の海水と海底堆積物の分配係数（(Bq/kg)/(Bq/L)) 

CDW(j)は、核種 j の海水中の濃度(Bq/L) 

ρは海底堆積物の密度(1.5E-03kg/cm3） 

d は皮膚に付いた海底堆積物の厚さであり、0.01cm とした。 

 

IV-1-4. 被ばく評価の対象となる代表的個人の設定 

被ばく評価の対象となる代表的個人の特性は、6-1-2.(4)と同じとした。 

・漁業に年間 120 日（2880 時間）従事し、そのうち 80 日（1920 時間）は漁網の近

くで作業を行う。 

・海岸に年間 500 時間滞在し、96 時間遊泳を行う。 

・海産物の摂取量は、海産物を多く摂取する個人の摂取量を使用する。（表 IV -5） 
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表 IV-1 砂浜からの放射線による実効線量換算係数（米国 EPA FGR15 より引用） 

核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m2)) 
備考 

H-3 6.7E-22   

C-14 6.1E-19   

Mn-54 5.3E-16   

Fe-59 7.3E-16   

Co-58 6.2E-16   

Co-60 1.5E-15   

Ni-63 8.0E-20  

Zn-65 3.6E-16  

Rb-86 1.6E-16  

Sr-89 8.9E-17  

Sr-90 6.5E-18  

Y-90 1.5E-16  

Y-91 9.4E-17  

Nb-95 4.9E-16  

Tc-99 2.0E-18  

Ru-103 3.2E-16  

Ru-106 1.7E-20  

Rh-103m 4.3E-20  

Rh-106 3.4E-16  

Ag-110m 1.7E-15  

Cd-113m 6.3E-18  

Cd-115m 1.1E-16  

Sn-119m 9.6E-19  

Sn-123 8.1E-17  

Sn-126 1.1E-15 Sb-126m を考慮 

Sb-124 1.2E-15  

Sb-125 2.7E-16  

Te-123m 7.7E-17  

Te-125m 4.1E-18  

Te-127 1.5E-17  

Te-127m 1.7E-18 Te-127 を考慮 

Te-129 1.1E-16  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m2)) 
備考 

Te-129m 5.1E-17 Te-129 を考慮 

I-129 4.4E-18  

Cs-134 1.0E-15  

Cs-135 1.6E-18  

Cs-136 1.3E-15  

Cs-137 7.9E-18  

Ba-137m 3.9E-16  

Ba-140 1.6E-15 La-140 を考慮 

Ce-141 4.5E-17  

Ce-144 1.1E-17  

Pr-144 2.0E-16  

Pr-144m 3.5E-18  

Pm-146 4.8E-16  

Pm-147 9.4E-19  

Pm-148 4.6E-16  

Pm-148m 1.3E-15  

Sm-151 1.1E-19  

Eu-152 7.2E-16  

Eu-154 7.9E-16  

Eu-155 3.1E-17  

Gd-153 4.3E-17  

Tb-160 7.1E-16  

Pu-238 2.1E-20  

Pu-239 4.2E-20  

Pu-240 2.2E-20  

Pu-241 1.7E-21  

Am-241 9.9E-18  

Am-242m 1.4E-17 Am-242 を考慮 

Am-243 1.3E-16 Np-239 を考慮 

Cm-242 2.6E-20  

Cm-243 7.1E-17  

Cm-244 3.1E-20  
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表 IV-2 経口摂取による単位取込量当たりの預託実効線量（IAEA GSR-Part3 より引

用） 

核種 

単位取込量あたりの

預託実効線量 

(Sv/Bq) 

備考 

H-3 1.8E-11  

C-14 5.8E-10  

Mn-54 7.1E-10  

Fe-59 1.8E-09  

Co-58 7.4E-10  

Co-60 3.4E-09  

Ni-63 1.5E-10  

Zn-65 3.9E-09  

Rb-86 2.8E-09  

Sr-89 2.6E-09  

Sr-90 2.8E-08  

Y-90 2.7E-09  

Y-91 2.4E-09  

Nb-95 5.8E-10  

Tc-99 6.4E-10  

Ru-103 7.3E-10  

Ru-106 7.0E-09  

Rh-103m 3.8E-12  

Rh-106 0.0E+00  

Ag-110m 2.8E-09  

Cd-113m 2.3E-08  

Cd-115m 3.3E-09  

Sn-119m 3.4E-10  

Sn-123 2.1E-09  

Sn-126 4.7E-09  

Sb-124 2.5E-09  

Sb-125 1.1E-09  

Te-123m 1.4E-09  

Te-125m 8.7E-10  

Te-127 1.7E-10  
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核種 

単位取込量あたりの

預託実効線量 

(Sv/Bq) 

備考 

Te-127m 2.3E-09  

Te-129 6.3E-11  

Te-129m 3.0E-09  

I-129 1.1E-07  

Cs-134 1.9E-08  

Cs-135 2.0E-09  

Cs-136 3.0E-09  

Cs-137 1.3E-08  

Ba-137m 0.0E+00  

Ba-140 2.6E-09  

Ce-141 7.1E-10  

Ce-144 5.2E-09  

Pr-144 5.0E-11  

Pr-144m 0.0E+00  

Pm-146 9.0E-10  

Pm-147 2.6E-10  

Pm-148 2.7E-09  

Pm-148m 1.7E-09  

Sm-151 9.8E-11  

Eu-152 1.4E-09  

Eu-154 2.0E-09  

Eu-155 3.2E-10  

Gd-153 2.7E-10  

Tb-160 1.6E-09  

Pu-238 2.3E-07  

Pu-239 2.5E-07  

Pu-240 2.5E-07  

Pu-241 4.8E-09  

Am-241 2.0E-07  

Am-242m 1.9E-07  

Am-243 2.0E-07  

Cm-242 1.2E-08  
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核種 

単位取込量あたりの

預託実効線量 

(Sv/Bq) 

備考 

Cm-243 1.5E-07  

Cm-244 1.2E-07  

 

 

表 IV-3 吸入による単位取込量当たりの預託実効線量（IAEA GSR-Part3 より引用） 

核種 

単位取込量あたり

の預託実効線量 

(Sv/Bq) 

備考 

H-3 1.8E-11 トリチウム蒸気 

C-14 5.8E-09  

Mn-54 1.5E-09  

Fe-59 4.0E-09  

Co-58 2.1E-09  

Co-60 3.1E-08  

Ni-63 1.3E-09  

Zn-65 2.2E-09  

Rb-86 9.3E-10  

Sr-89 7.9E-09  

Sr-90 1.6E-07  

Y-90 1.5E-09  

Y-91 8.9E-09  

Nb-95 1.8E-09  

Tc-99 1.3E-08  

Ru-103 3.0E-09  

Ru-106 6.6E-08  

Rh-103m 2.7E-12  

Rh-106 0.0E+00  

Ag-110m 1.2E-08  

Cd-113m 1.1E-07  

Cd-115m 7.7E-09  

Sn-119m 2.2E-09  

Sn-123 8.1E-09  

Sn-126 2.8E-08  
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核種 

単位取込量あたり

の預託実効線量 

(Sv/Bq) 

備考 

Sb-124 8.6E-09  

Sb-125 1.2E-08  

Te-123m 5.1E-09  

Te-125m 4.2E-09  

Te-127 1.4E-10  

Te-127m 9.8E-09  

Te-129 3.9E-11  

Te-129m 7.9E-09  

I-129 3.6E-08  

Cs-134 2.0E-08  

Cs-135 8.6E-09  

Cs-136 2.8E-09  

Cs-137 3.9E-08  

Ba-137m 0.0E+00  

Ba-140 5.8E-09  

Ce-141 3.8E-09  

Ce-144 5.3E-08  

Pr-144 1.8E-11  

Pr-144m 0.0E+00  

Pm-146 2.1E-08  

Pm-147 5.0E-09  

Pm-148 2.2E-09  

Pm-148m 5.7E-09  

Sm-151 4.0E-09  

Eu-152 4.2E-08  

Eu-154 5.3E-08  

Eu-155 6.9E-09  

Gd-153 2.1E-09  

Tb-160 7.0E-09  

Pu-238 1.1E-04  

Pu-239 1.2E-04  

Pu-240 1.2E-04  
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核種 

単位取込量あたり

の預託実効線量 

(Sv/Bq) 

備考 

Pu-241 2.3E-06  

Am-241 9.6E-05  

Am-242m 9.2E-05  

Am-243 9.6E-05  

Cm-242 5.9E-06  

Cm-243 6.9E-05  

Cm-244 5.7E-05   

 

 

表 IV-4 皮膚等価線量換算係数（β及びγ放出核種） 

核種 

皮膚等価線量 

換算係数 

((Sv/年)/(Bq/cm2)) 

備考 

H-3 0.0E+00   

C-14 7.9E-03   

Mn-54 5.3E-04  

Fe-59 1.8E-02  

Co-58 4.2E-03  

Co-60 1.7E-02  

Ni-63 1.6E-04  

Zn-65 7.7E-04  

Rb-86 2.3E-02  

Sr-89 2.3E-02  

Sr-90 4.5E-02  

Y-90 2.4E-02  

Y-91 2.3E-02  

Nb-95 6.4E-03  

Tc-99 1.4E-02  

Ru-103 1.1E-02  

Ru-106 2.5E-02  

Rh-103m 1.4E-05  

Rh-106 0.0E+00  

Ag-110m 8.5E-03  



添付 IV-17 

核種 

皮膚等価線量 

換算係数 

((Sv/年)/(Bq/cm2)) 

備考 

Cd-113m 2.0E-02  

Cd-115m 2.3E-02  

Sn-119m 0.0E+00  

Sn-123 0.0E+00  

Sn-126 1.6E-02  

Sb-124 2.2E-02  

Sb-125 1.8E-02  

Te-123m 2.0E-02  

Te-125m 2.6E-02  

Te-127 2.1E-02  

Te-127m 3.7E-02  

Te-129 2.3E-02  

Te-129m 3.7E-02  

I-129 5.8E-03  

Cs-134 1.7E-02  

Cs-135 9.6E-03  

Cs-136 2.1E-02  

Cs-137 2.2E-02  

Ba-137m 0.0E+00  

Ba-140 5.3E-02  

Ce-141 2.5E-02  

Ce-144 3.9E-02  

Pr-144 0.0E+00  

Pr-144m 0.0E+00  

Pm-146 0.0E+00  

Pm-147 1.1E-02  

Pm-148 0.0E+00  

Pm-148m 0.0E+00  

Sm-151 2.5E-04  

Eu-152 1.5E-02  

Eu-154 3.1E-02  

Eu-155 7.6E-03  
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核種 

皮膚等価線量 

換算係数 

((Sv/年)/(Bq/cm2)) 

備考 

Gd-153 3.6E-03  

Tb-160 3.1E-02  

Pu-238 9.5E-04  

Pu-239 1.3E-05  

Pu-240 9.1E-07  

Pu-241 1.4E-08  

Am-241 6.3E-04  

Am-242m 1.7E-02  

Am-243 3.7E-02  

Cm-242 2.1E-05  

Cm-243 1.7E-02  

Cm-244 1.9E-05   

 

 

 

表 IV-5 海産物を多く摂取する個人の摂取量（g/日） 

  魚類 無脊椎動物 海藻類 

成人 190 62 52 

幼児 97 31 26 

乳児 39 12 10 
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IV-2. 被ばく評価結果 

 以下の３ケースのソースタームについて、Tecdoc1759 の評価手法を用いた評価を行っ

て、報告書の結果と比較を行った。 

i. K4 タンク群（トリチウム以外の 63 核種の告示濃度比総和 0.29） 

ii. J1-C タンク群（トリチウム以外の 63 核種の告示濃度比総和 0.35） 

iii. J1-G タンク群（トリチウム以外の 63 核種の告示濃度比総和 0.22） 

 

比較の結果を、表 IV-6（１）～（３）に示す。 

ソースタームに係わらず、いずれの評価結果においても、報告書における海産物摂取、漁

網からの被ばく、砂浜からの被ばくを超えるものは無かった。ただし、遊泳中の飲水、海水

しぶきの吸入の経路は報告書の海水面などよりも大きいことから、放射線影響評価でも経路

として選定することとした。 
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表 IV-6（１） K4タンク群のソースタームによる評価結果の比較 

評価ケース 
放射線影響評価

報告書 
（設計段階） 

Tecdoc1759 備考 

外部被ばく 
(mSv/年） 

海水面からの 
被ばく 

6.5E-09 評価対象外  

船体からの 
被ばく 

4.8E-09 評価対象外  

海中作業におけ
る被ばく 

4.5E-09 評価対象外  

砂浜からの 
被ばく 

7.8E-06 4.0E-07 

報告書の評価では、保守的な外部
被ばく線量換算係数を用いている
ため保守的な評価となっていると
考えている 

漁網からの 
被ばく 

1.6E-06 評価対象外  

内部被ばく 
(ｍSv/年) 
（成人） 

海岸堆積物摂取  評価対象外 7.8E-10   

遊泳中の飲水 3.3E-07 3.3E-07 

海域で拡散希釈した ALPS 処理水
の組成は希釈前と同じであるた
め、告示濃度比の大きいトリチウ
ムによる被ばくがほとんどであ
り、どちらもほぼ同じ結果。 

海岸堆積物飛散
吸入 

評価対象外 5.1E-12   

海水噴霧吸入 9.3E-08 7.7E-08   

海産物摂取 6.1E-05 1.6E-05 

報告書の評価では、浮遊粒子や海
底土への付着を考慮せず、保守的
な海水濃度を用いて海産物の濃度
を評価しているため保守的な評価
となっていると考えている 

皮膚の被ば
く 

(mSv/年） 

海底堆積物が皮
膚に付いた場合 

評価対象外  1.5E-09  

合計 
（mSv/年）  

7E-05 2E-05   
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表 IV-6（2） J1-C タンク群のソースタームによる評価結果の比較 

評価ケース 
放射線影響評価

報告書 
（設計段階） 

Tecdoc1759 備考 

外部被ばく 
(mSv/年） 

海水面からの 
被ばく 

1.7E-08 評価対象外  

船体からの 
被ばく 

1.2E-08 評価対象外  

海中作業におけ
る被ばく 

1.2E-08 評価対象外  

砂浜からの 
被ばく 

2.1E-05 2.1E-07 

報告書の評価では、保守的な外部
被ばく線量換算係数を用いている
ため保守的な評価となっていると
考えている 

漁網からの 
被ばく 

4.3E-06 評価対象外  

内部被ばく 
(ｍSv/年) 
（成人） 

海岸堆積物摂取 評価対象外 6.6E-10   

遊泳中の飲水 3.1E-07 3.1E-07 

海域で拡散希釈した ALPS 処理水
の組成は希釈前と同じであるた

め、告示濃度比の大きいトリチウ
ムによる被ばくがほとんどであ
り、どちらもほぼ同じ結果。 

海岸堆積物飛散
吸入 

評価対象外 4.2E-11   

海水噴霧吸入 2.0E-07 7.5E-08   

海産物摂取 1.1E-04 2.9E-06 

報告書の評価では、浮遊粒子や海
底土への付着を考慮せず、保守的
な海水濃度を用いて海産物の濃度
を評価しているため保守的な評価
となっていると考えている 

皮膚の被ば
く 

(mSv/年） 

海底堆積物が皮
膚に付いた場合 

評価対象外 2.2E-09  

合計 
（mSv/年）  

1E-04 3E-06 

 

 

 

  



添付 IV-22 

表 IV-6（3） J1-G タンク群のソースタームによる評価結果の比較 

評価ケース 
放射線影響評価

報告書 
（設計段階） 

Tecdoc1759 備考 

外部被ばく 
(mSv/年） 

海水面からの 
被ばく 

4.7E-08 評価対象外  

船体からの 
被ばく 

3.3E-08 評価対象外  

海中作業におけ
る被ばく 

3.2E-08 評価対象外  

砂浜からの 
被ばく 

5.6E-05 2.1E-07 

報告書の評価では、保守的な外部
被ばく線量換算係数を用いている
ため保守的な評価となっていると
考えている 

漁網からの 
被ばく 

1.2E-05 評価対象外  

内部被ばく 
(ｍSv/年) 
（成人） 

海岸堆積物摂取 評価対象外 6.6E-10   

遊泳中の飲水 3.2E-07 3.1E-07 

海域で拡散希釈した ALPS 処理水
の組成は希釈前と同じであるた
め、告示濃度比の大きいトリチウ
ムによる被ばくがほとんどであ
り、どちらもほぼ同じ結果。 

海岸堆積物飛散
吸入 

評価対象外 4.2E-11   

海水噴霧吸入 4.0E-07 7.5E-08   

海産物摂取 3.0E-04 4.6E-06 

報告書の評価では、浮遊粒子や海
底土への付着を考慮せず、保守的
な海水濃度を用いて海産物の濃度
を評価しているため保守的な評価
となっていると考えている 

皮膚の被ば
く 

(mSv/年） 

海底堆積物が皮
膚に付いた場合 

評価対象外 5.2E-09  

合計 
（mSv/年）  

4E-04 5E-06  
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添付 V-1 

添付 V 拡散シミュレーションの妥当性について 

放射線影響評価報告書（以下、報告書）において、トリチウムの移流、拡散の計算に使用

したシミュレーションモデルは、福島第一原子力発電所事故によって海域に漏えいしたセシ

ウムの拡散について、再現計算に使用したモデルである。 

ここでは、様々な観点から拡散シミュレーションの妥当性について記述する。 

 

V-1. 流速の再現性について 

報告書に記載したとおり、本シミュレーションは、気象、海象の実データを使用し、福島

第一原子力発電所から流出したセシウムの再現計算を行い、実際の海域モニタリングデータ

との比較によって再現性を確認している。 

図 V-1 は、2014 年 10 月 8 日から 12 月 10 日までと 2015 年 4 月 22 日から 6 月 25 日

まで，1F 原子力発電所の南約 5km，沖合約 2.8km の地点（37°22.6’ N, 141°3.7’E）

で，音響ドップラー流探傷器（ADCP；600 Hz, RDI）により測定した流速と、シミュレー

ションで再現計算した流速の南北成分の比較である[V1]。河川流量の考慮有無に係わらず、

シミュレーションと実測値は良く一致している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 V-1 福島第一原子力発電所付近で測定した流速とシミュレーションによる再現計算

の比較 

 図 H-1トリチウム水（HTO）摂取の ICRPモデル 

(UNSCEAR2016 附属書 C[H3]より引用） 

2014/10/8        2014/10/18        2014/10/28        2014/11/14        2014/11/17        2014/11/27        2014/12/7 

2015/4/22       2015/5/2         2015/5/12         2015/5/22          2015/6/1         2015/6/11         2015/6/21 



添付 V-2 

 

V-2. セシウム濃度の再現性について 

 2013 年から 2016 年まで、東京電力が実施した福島県沿岸の海水モニタリングで得られ

た表層海水のセシウム 137 濃度[V2]の年間平均値と、シミュレーションにより再現計算を

行った表層の年間平均濃度分布とを比較した結果を図 V-2 に示した。〇がモニタリング地

点、色が実測した Cs-137 濃度であり、コンター図はシミュレーションの計算結果である。

また、同様に原子力規制庁による沖合海域の海水モニタリングで得られた表層海水のセシウ

ム 137 濃度[V2]の年間平均値との比較を図 V-3 に示した。発電所周辺沿岸部の濃度の高い

状況や、全体的な濃度の傾向が良く再現されている。 

 さらに、これらのデータを散布図にまとめたものを図 V-4 に示した。濃度の高い右上の

領域（青い破線）では、実測値とシミュレーションの濃度が概ね一致している。 

一方、濃度が低い左下の領域（赤い破線）では、実測値がシミュレーションの濃度よりも

高い傾向となっている。濃度の低い領域で実測値の方が高い濃度となっているのは、河川か

らのセシウムの供給や北太平洋の海流によるセシウムの再循環による流入など、シミュレー

ションに反映しきれていないソースの存在が原因として考えられるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 V-2 福島第一原子力発電所周辺海域の沿岸におけるセシウム１３７濃度の実測値とシミ

ュレーションの比較 
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図 V-3 福島第一原子力発電所周辺海域の沖合海域におけるセシウム１３７濃度の実測値と

シミュレーションの比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 V-4 福島第一原子力発電所周辺海域における Cs-137濃度の実測とシミュレーション

の比較（青が主に沿岸、赤が主に沖合）  
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V-3. 放水口周辺の濃度分布について 

報告書で使用したトリチウムのシミュレーションモデルは、広域における移流、拡散の状

況を再現するモデルであり、放水口付近の物理的な流れは再現していない。そのため、上方

に向けて放水するにもかかわらず、放水口に近い海底付近の濃度が周囲よりも高くなってい

るものの、放水口直上の濃度はあまり上昇していない。 

一方、実際の放出の際には、上昇する際に周囲の海水を巻き込みながら、混合希釈が進む

ものと考えられる。また、放出される ALPS 処理水はあらかじめ海水で 100 倍以上に希釈

されることから塩分や比重は周囲の海水と変わらず、放水口付近の濃度分布に若干の違いは

あっても、放水口から離れた場所での拡散は、シミュレーションの結果と大きな違いは生じ

ないものと考えられる。 

報告書の添付 IV「放水位置による拡散範囲の違いについて」では、沖合 1km から放水す

る場合と 5,6 号機放水口から放水した場合のトリチウムの拡散シミュレーション結果の比較

を示している。 

図 V-5、V-6 に示すとおり、放水口周辺の濃度分布が異なっていても、周辺海域での拡散

に大きな違いは見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 V-5 放水位置の違いによる海水のトリチウム年間平均濃度分布図の比較（海表面） 

（沖合 1km からの放水） （5,6 号機放水口からの放水） 



添付 V-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上方への流れを考慮しない条件でも、シミュレーションによる計算結果から算出し

た 10km×10kmの平均濃度が、放水口付近と逆に上層が高い濃度となっているのは、図Ⅴ

-7～10 に示すとおり、周辺海域が沖合に向かって緩やかに深くなっており、沖合海底では

表層と比べて濃度低下が著しいためである。 

 

  

図 V-6 放水位置の違いによる海水のトリチウム年間平均濃度分布図の比較（断面図） 

（5,6 号機放水口からの放水） （沖合 1km からの放水） 
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図 V-7 沖合 10km付近までの海底断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 V-8 沖合 10km付近までのトリチウム年平均濃度分布断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

放水口 

図 V-9 沖合 3km付近までの海表

面のトリチウム年間平均濃度分布図 

図 V-10 沖合 3km付近までの海底の 

トリチウム年間平均濃度分布図 

10km x 10km

年 全層 表層 底層

2019 5.6E-02 1.2E-01 6.0E-02

10km x 10kmの平均濃度

断面 東西断面濃度分布 各層の平均濃度

放水口 
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V-4. 計算期間について 

6-1-3 に示したとおり、年変動を確認するため、7 年間のシミュレーション計算を実施し

た。計算は各年毎に実施したが、図Ⅴ-11 に示すとおり、年間を通じて濃度の変化は激し

く、1 年間の中で蓄積傾向なども見られないため、各年毎の計算であっても長期間の放出に

よる影響評価に使用する上で問題は無いと考えている。 

 

 

図 V-11各年の日平均濃度の変動  
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V-5. 計算領域の妥当性について 

報告書に使用したシミュレーションの計算領域は、南北約 490km、東西約 270km であ

る。2014 年から 2020 年の気象海象データで計算した年平均濃度から、領域境界部の最大

値及び位置について、表 V-1 に示した。また、同じく日平均濃度から、領域境界部の年毎

の最大値及び位置、発生日について、表 V-2 に示した。領域全体のトリチウム濃度の年間

平均濃度分布図（1E-05Bq/L まで図示した結果）を図 V-12 に示す。 

計算範囲の境界における年間平均濃度の最大値は 1.1E-04～2.6E-04Bq/L、日平均値の

年間最大値は 5.3E-03～1.4E-02Bq/L であり、全て東側であったが、日本周辺海域におけ

る海水中トリチウム濃度（約 1.0E-1Bq/L)[V3]と比較して十分低い。 

また、発電所周辺 10km×10kmの年間平均濃度から計算した被ばく評価結果は、一般公

衆の線量限度 1mSv/年はもとより、線量拘束値 0.05mSv/年と比べても大幅に低い濃度で

あり、計算領域から外側において、放射線影響を評価する必要は無いものと考える。 

  

表 V-1各年のモデル境界（南北、東）における年平均濃度の最大値と位置 

年 濃度（Bq/L） 
座標 

東西 
(0: 西境界, 460: 東境界) 

南北 
(0: 南境界, 658: 北境界) 

深さ 
(0: 最底層, 29: 最表層) 

2014 1.1E-04 460（東境界） 80 23 

2015 2.6E-04 460（東境界） 145 29 

2016 1.4E-04 460（東境界） 318 25 

2017 2.4E-04 460（東境界） 224 23 

2018 1.9E-04 460（東境界） 150 29 

2019 1.6E-04 460（東境界） 181 28 

2020 1.9E-04 460（東境界） 232 28 

 

表 V-2 各年のモデル境界（南北、東）における日平均濃度の最大値と位置、発生日 

発生日 濃度（Bq/L） 
座標 

東西 
(0: 西境界, 460: 東境界) 

南北 
(0: 南境界, 658: 北境界) 

深さ 
(0: 最底層, 29: 最表層) 

2014/9/21 6.7E-03 460（東境界） 198 19 

2015/8/2 7.2E-03 460（東境界） 158 25 

2016/8/6 1.4E-02 460（東境界） 341 28 

2017/7/28 6.5E-03 460（東境界） 252 29 

2018/8/15 5.3E-03 460（東境界） 215 21 

2019/8/1 1.0E-02 460（東境界） 177 27 

2020/5/30 1.1E-02 460（東境界） 234 28 
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図 V-12トリチウム濃度の年間平均濃度分布図（1E-05Bq/Lまで図示した結果）  

2014 年 2015 年 2016 年 

2017 年 2018 年 2019 年 

2020 年 



添付 V-10 

参照文献 

[V1]  D.Tsumune, T.Tsubono, K.Misumi, Y.Tateda,Y.Toyoda, Y.Onda, and 

M.Aoyama, "Impacts of direct release and river discharge on oceanic 137Cs 

derived from the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant accident", 2020 

[V2]  https://radioactivity.nsr.go.jp/ja/list/428/list-1.html 

[V3] 公益財団法人海洋生物環境研究所”令和 2 年度原子力施設等防災対策等委託費（海洋

環境における放射能調査及び総合評価）事業調査報告書”,2021年 3 月 

 



添付 VI-1 

添付 VI 放水位置による拡散範囲の違いについて 

 

ALPS 処理水の放出方法の検討にあたり、当初は５,６号機が通常運転していた時と同様

に、５,６号機放水口から放水する案を検討していた。本計画で検討中の放水位置と、５,６

号機放水口の位置を図 VI-1 に示す。 

放水位置の違いによる拡散シミュレーション結果の比較を図 VI-2～4 に示す。0.1Bq/L

の濃度範囲については大きな違いはみられないが、発電所周辺の濃度は沖合 1km からの放

水の方が低くなっている。 

 

 

 

図 VI-1 現在の計画における放出位置と５，６号機放水口の位置 

  

5,6 号機放水口位置 

放水位置 
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    （沖合 1km からの放水）      （5,6 号機放水口からの放水） 

図 VI-2 放水位置の違いによる海表面の年間平均濃度分布図の比較（広域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （沖合 1km からの放水）      （5,6 号機放水口からの放水） 

図 VI-3 放水位置の違いによる海表面の年間平均濃度分布図の比較（拡大図） 
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（沖合 1km からの放水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5,6 号機放水口からの放水） 

図 VI-4 放水位置の違いによる海表面の年間平均濃度分布図の比較（断面図） 

 



添付 VII-1 

添付 VII 実測値によるソースタームにおける不検出核種の寄与について 

  

本評価の対象とした 64 核種には、これまでの分析評価において一度も検出されたことのな

い不検出核種が多く含まれている。本文 6-1-1.(1)に示したとおり、実測値によるソースタ

ームにおいては、検出下限未満の核種についても、保守的に検出下限値で含まれているもの

として年間放出量を設定しているが、一度も検出されたことのない核種については、半減期

等も考慮すれば実際は検出下限値よりもずっと低い濃度であるものも多いと推定される。 

 ここでは、被ばく評価の結果における保守性を確認するため、核種毎の被ばく評価結果を

検出核種と不検出核種に分けて集計を行った。 

結果を表 VII-1～4 に示す。 

いずれのケースにおいても、不検出核種による寄与は大きく、評価結果は大きな保守性を

含んでいるものと考えられる。 

 

表 VII-1 検出核種と不検出核種の寄与（人の被ばく） 

評価 
ケース 

ソース 
ターム 

（１）実測値によるソースターム 

i. K4 タンク群 ii. J1-C タンク群 iii. J1-G タンク群 

海産物 
摂取量 

平均的 多い 平均的 多い 平均的 多い 

被ばく* 
(mSv/年) 

検出核種 5.7E-06 2.0E-05 1.4E-06 4.0E-06 2.2E-06 6.5E-06 

不検出核種 1.9E-05 5.1E-05 5.2E-05 1.3E-04 1.5E-04 3.6E-04 

合計 2.5E-05 7.1E-05 5.4E-05 1.3E-04 1.5E-04 6.5E-06 

合計に占める 
不検出核種の割合 

77% 71% 97% 97% 98% 98% 

＊ 被ばくは外部被ばくと内部被ばくの合計 
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表 VII-2 検出核種と不検出核種の寄与（環境防護、K4 タンク群） 

評価ケース 
K4 タンク群 

扁平魚 カニ 褐藻 

被ばく
(mGy/日) 

検出核種 7.5E-07 7.6E-07 8.3E-07 

不検出核種 1.7E-05 1.7E-05 1.8E-05 

合計 1.7E-05 1.7E-05 1.9E-05 

合計に占める 
不検出核種の割合 

96% 96% 96% 

 

 

表 VII-3 検出核種と不検出核種の寄与（環境防護、J1-Cタンク群） 

評価ケース 
J1-C タンク群 

扁平魚 カニ 褐藻 

被ばく
(mGy/日) 

検出核種 1.4E-07 1.4E-07 1.5E-07 

不検出核種 2.2E-05 2.2E-05 2.3E-05 

合計 2.2E-05 2.2E-05 2.3E-05 

合計に占める 
不検出核種の割合 

99% 99% 99% 

 

 

表 VII-4 検出核種と不検出核種の寄与（環境防護、J1-Gタンク群） 

評価ケース 
J1-G タンク群 

扁平魚 カニ 褐藻 

被ばく
(mGy/日) 

検出核種 2.9E-07 2.8E-07 3.0E-07 

不検出核種 5.6E-05 5.5E-05 5.8E-05 

合計 5.6E-05 5.5E-05 5.9E-05 

合計に占める 
不検出核種の割合 

99% 99% 99% 
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添付 VIII 外部被ばく線量換算係数の保守性について 

 

 外部被ばくの線量評価に使用した線量換算係数は、廃止措置工事環境影響評価ハンドブッ

ク（以下、廃止措置ハンドブック）より引用したものであるが、γ線のみを対象としている

ことや、64 核種のうち一部の換算係数が用意されていないことなどの欠点もある。用意さ

れていない換算係数には、βγ核種には Co-60、α核種には Am-241 とそれぞれ最も保守的

な換算係数を引用することで保守性を確保しているが、確認のため、海外で作成された外部

被ばくの線量換算係数を用いて比較を行った。 

比較の対象としては、米国の環境保護庁（U.S. Environmental Protection Agency）

が、米国民の放射線防護のために提供している Federal Guidance Report No.15, 

“External Exposure to Radionuclides in Air, Water and Soil”（Environmental 

Protection Agency,2019 以下、FGR15）［VIII1］を使用した。FGR15 には、地表面、

土壌、大気、水中の放射性物質から人が受ける外部被ばくを計算するための線量換算係数が

示されており、対象核種には ALPS 処理水の評価対象 64 核種が全て含まれていることか

ら、本文書の線量換算係数を使用した評価を試みた。 

 

VIII-1. 評価方法 

報告書本文にて評価した被ばく評価方法と同じとし、線量換算係数のみを入れ替えるもの

とする。ただし、漁網に付着した放射性物質からの外部被ばくについては、FGR15 に適当

な線量換算係数が無いため比較対象外とした。以下に被ばく経路毎の FGR15 の評価モデル

及び使用したパラメータを示す。 

 (1) 海上作業における海水面からの放射線による外部被ばく 

海水からの放射線による実効線量換算係数は、FGR15 の Table 4-7. Reference 

person effective dose rate coefficients for water immersion. に示されている水中へ

の浸漬における外部線量換算係数に、上方に線源（海水）が無い事を考慮した低減係数

0.5 を掛け合わせた（表 VIII-1）。図 VIII--1 に評価モデルのイメージ図を示す。船体

による遮へいは安全側に無視した。 

海水面からの放射線による実効線量 D1(mSv/年)の計算式を式(1)に示す。 

 

D1 = 1000･1000･3600･∑(𝐾1)𝑖 ∙ (𝑥1)𝑖 ∙ 𝑡1
𝑖

 (1) 
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ここで、 

(𝐾1)𝑖 は水中への浸漬における核種 iからの放射線による実効線量換算係数

((Sv/s)/(Bq/m3))  

(𝑥1)𝑖   は核種 i の海水中濃度(Bq/L) 

𝑡1 は年間の被ばく時間(h/年) 

1000 は Sv からｍSv への単位変換の係数 

1000 は海水中濃度の単位変換（Bq/L から Bq/m3）の係数 

3600 は年間の被ばく時間の単位変換（(h/年)から秒(s/年)）の係数 

である。 

評価地点、評価に使用する海水中放射性物質濃度は、本文同様、周辺 10km×10km 圏

内の海表面（最上層の）の年間平均濃度とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 VIII-1 海上作業における海水中の放射性物質からの被ばく評価モデルの概念図 

 

 

 

水中への浸漬の評価から、下

半分からの被ばくのみを考慮

し、低減係数 0.5 を使用 

海水 

大気 

船体による遮へい

は無視する。 
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(2) 海上作業における船体に付着した放射性物質からの外部被ばく 

海上作業時に、海水から船体に移行した放射性物質から受ける外部放射線被ばくにつ

いて評価を行う。海水から船体に移行した放射性物質からの放射線による実効線量換算

係数は、FGR15 の Table 4-1. Reference person effective dose rate coefficients for 

ground surface. に示されている地表面からの外部線量換算係数を使用した。（表 VIII-

2）。図 J-2 に評価モデルのイメージ図を示す。 

船体に付着した放射性物質による実効線量 D2(mSv/年)の計算式を式(2)、(3)に示す。 

 

D2 = 1000･3600･∑(𝐾2)𝑖 ∙ (𝑆2)𝑖 ∙ 𝑡2
𝑖

 (2) 

 

(𝑆2)𝑖 = (𝐹2)𝑖 ∙ (𝑥2)𝑖 (3) 

 

ここで、 

(𝐾2)𝑖 は核種 iの船体からの放射線による実効線量換算係数((Sv/s)/(Bq/m2)) 

(𝑆2)𝑖 は核種 i の船体における汚染密度(Bq/m2) 

𝑡2 は年間の被ばく時間(h/年) 

(𝐹2)𝑖  は核種 i の海水から船体への移行係数((Bq/m2)/(Bq/L)) 

(𝑥2)𝑖 は核種 i の評価地点での海水中濃度(Bq/L) 

1000 は Sv からｍSv への単位変換の係数 

3600 は年間の被ばく時間の単位変換（(h/年)から秒(s/年)）の係数 

である。 

 

船体への移行係数は、本文同様、再処理事業指定申請書（日本原燃、1989） [12]よ

り 100((Bq/m2)/(Bq/L))とした。 

評価地点、評価に使用する海水中放射性物質濃度は、本文同様、周辺 10km×10km 圏

内の海表面（最上層の）の年間平均濃度とした。 

 

 

 

 

図 VIII-2 海上作業における船体に付着した放射性物質からの被ばく評価モデルの概念図 

船体に付着 
海水中の放射性物質 
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(3) 遊泳、海中作業における外部被ばく 

遊泳、海中作業時に、周囲の海水中の放射性物質から受ける放射線による外部被ばく

について評価を行う。海水中の放射性物質からの放射線による実効線量換算係数は、

FGR15 の Table 4-7. Reference person effective dose rate coefficients for water 

immersion. に示されている水中への浸漬における外部線量換算係数を使用した（表

VIII-3）。図 VIII-3 に評価モデルのイメージ図を示す。 

遊泳、海中作業時の海水からの放射線による実効線量 D3(mSv/年)の計算式を式(4)に

示す。 

 

D3 = 1000･1000･3600･∑(𝐾3)𝑖 ∙ (𝑥3)𝑖 ∙ 𝑡3
𝑖

 (4) 

 

ここで、 

(𝐾𝟑)𝒊  は核種 iの海水からのγ線による実効線量換算係数((Sv/s)/(Bq/m3))、 

(𝑥3)𝑖 は核種 i の海水中濃度(Bq/L) 

𝑡3 は年間の被ばく時間(h/年) 

1000 は Sv からｍSv への単位変換の係数 

1000 は海水中濃度の単位変換（Bq/L から Bq/m3）の係数 

3600 は年間の被ばく時間の単位変換（(h/年)から秒(s/年)）の係数 

である。 

 

評価地点、評価に使用する海水中放射性物質濃度の考え方は、本文同様、発電所北側

の避難指示が解除された砂浜付近の海水の平均濃度を使用する。 
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図 VIII-3 海水中の放射性物質からの被ばく評価モデルの概念図 

 

 

(4) 海浜における外部被ばく 

砂浜滞在時に、海水から海浜の砂に移行した放射性物質から受ける外部被ばくについ

て評価を行う。砂浜の放射性物質からの放射線による実効線量換算係数は、FGR15 の

Table 4-5. Reference person effective dose rate coefficients for soil to infinite 

depth. に示されている土壌中の放射性物質からの被ばくに関する外部線量換算係数を使

用した（表 VIII-4）。図 VIII-4 に評価モデルのイメージ図を示す。 

海浜砂からのγ線による実効線量 D4(mSv/年)の計算式を式(5)に示す。 

 

D4 = 1000･1600･3600･∑(𝐾4)𝑖 ∙ (𝑥4)𝑖 ∙ (𝐹4)𝑖 ∙ 𝑡4
𝑖

 (5) 

 

ここで、 

(𝐾𝟒)𝒊  は核種 iの海浜砂からの放射線による実効線量換算係数((Sv/s)/(Bq/m3) 

(𝑥4)𝑖 は核種 i の海水中濃度(Bq/L) 

海水 
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(𝐹𝟒)𝒊  は核種 iの海水から砂浜への移行係数((Bq/kg)/(Bq/L)) 

𝑡4 は年間の被ばく時間(h/年) 

1000 は Sv からｍSv への単位変換の係数 

1600 は土壌の放射性物質濃度の単位変換（Bq/kg から Bq/m3）の係数 

3600 は年間の被ばく時間の単位変換（(h/年)から秒(s/年)）の係数 

である。 

 

砂浜への核種の移行係数は、本文同様、”発電用軽水型原子炉施設の安全審査における

一般公衆の線量評価について”より、すべての核種について 1,000[(Bq/kg)/(Bq/L)]とし

た。 

評価地点、評価に使用する海水中放射性物質濃度の考え方は、本文同様、発電所北側

の避難指示が解除された砂浜付近の海水の平均濃度を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

図 VIII-4 海浜砂に付着した放射性物質からの被ばく評価モデルの概念図 

 

 

VIII-2. 被ばく評価の対象となる代表的個人の設定 

被ばく評価の対象となる代表的個人の特性は、6-2-5.と同じ以下とした。 

・漁業に年間 120 日（2880 時間）従事し、そのうち 80 日（1920 時間）は漁網の近

くで作業を行う。 

・海岸に年間 500 時間滞在し、96 時間遊泳を行う。 

 

  

砂に付着 海水中の放射性物質 
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表 VIII-1 FGR15 を用いた海水面からの放射線による実効線量換算係数 

核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

H-3 3.1E-27   

C-14 1.4E-21   

Mn-54 4.0E-17   

Fe-59 6.0E-17   

Co-58 4.6E-17   

Co-60 1.3E-16   

Ni-63 3.9E-24  

Zn-65 2.9E-17  

Rb-86 4.9E-18  

Sr-89 2.5E-19  

Sr-90 5.4E-20  

Y-90 4.7E-19  

Y-91 4.2E-19  

Nb-95 3.6E-17  

Tc-99 1.5E-20  

Ru-103 2.2E-17  

Ru-106 2.8E-25  

Rh-103m 5.1E-21  

Rh-106 1.0E-17  

Ag-110m 1.3E-16  

Cd-113m 5.2E-20  

Cd-115m 1.9E-18  

Sn-119m 8.3E-20  

Sn-123 5.6E-19  

Sn-126 7.4E-17 子孫核種 Sb-126m を考慮 

Sb-124 9.3E-17  

Sb-125 1.9E-17  

Te-123m 5.5E-18  

Te-125m 3.0E-19  

Te-127 2.8E-19  

Te-127m 9.9E-20  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

Te-129 2.9E-18  

Te-129m 1.5E-18  

I-129 2.6E-19  

Cs-134 7.3E-17  

Cs-135 1.2E-20  

Cs-136 1.0E-16  

Cs-137 5.2E-20  

Ba-137m 2.8E-17  

Ba-140 1.2E-16 子孫核種 La-140 を考慮 

Ce-141 2.9E-18  

Ce-144 6.8E-19  

Pr-144 2.2E-18  

Pr-144m 2.4E-19  

Pm-146 3.4E-17  

Pm-147 4.7E-21  

Pm-148 2.9E-17  

Pm-148m 9.3E-17  

Sm-151 3.1E-23  

Eu-152 5.6E-17  

Eu-154 6.1E-17  

Eu-155 2.0E-18  

Gd-153 2.8E-18  

Tb-160 5.5E-17  

Pu-238 3.3E-21  

Pu-239 3.6E-21  

Pu-240 3.2E-21  

Pu-241 5.7E-23  

Am-241 6.0E-19  

Am-242m 5.5E-19 子孫核種 Am-242 を考慮 

Am-243 8.6E-18 子孫核種 Np-239 を考慮 

Cm-242 3.8E-21  

Cm-243 5.0E-18  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

Cm-244 3.9E-21  

 

表 VIII-2 FGR15を用いた船体からの放射線による実効線量換算係数 

核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m2)) 
備考 

H-3 6.7E-22  

C-14 6.1E-19  

Mn-54 5.3E-16  

Fe-59 7.3E-16  

Co-58 6.2E-16  

Co-60 1.5E-15  

Ni-63 8.0E-20  

Zn-65 3.6E-16  

Rb-86 1.6E-16  

Sr-89 8.9E-17  

Sr-90 6.5E-18  

Y-90 1.5E-16  

Y-91 9.4E-17  

Nb-95 4.9E-16  

Tc-99 2.0E-18  

Ru-103 3.2E-16  

Ru-106 1.7E-20  

Rh-103m 4.3E-20  

Rh-106 3.4E-16  

Ag-110m 1.7E-15  

Cd-113m 6.3E-18  

Cd-115m 1.1E-16  

Sn-119m 9.6E-19  

Sn-123 8.1E-17  

Sn-126 1.1E-15 子孫核種 Sb-126m を考慮 

Sb-124 1.2E-15  

Sb-125 2.7E-16  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m2)) 
備考 

Te-123m 7.7E-17  

Te-125m 4.1E-18  

Te-127 1.5E-17  

Te-127m 1.7E-18  

Te-129 1.1E-16  

Te-129m 5.1E-17  

I-129 4.4E-18  

Cs-134 1.0E-15  

Cs-135 1.6E-18  

Cs-136 1.3E-15  

Cs-137 7.9E-18  

Ba-137m 3.9E-16  

Ba-140 1.6E-15 子孫核種 La-140 を考慮 

Ce-141 4.5E-17  

Ce-144 1.1E-17  

Pr-144 2.0E-16  

Pr-144m 3.5E-18  

Pm-146 4.8E-16  

Pm-147 9.4E-19  

Pm-148 4.6E-16  

Pm-148m 1.3E-15  

Sm-151 1.1E-19  

Eu-152 7.2E-16  

Eu-154 7.9E-16  

Eu-155 3.1E-17  

Gd-153 4.3E-17  

Tb-160 7.1E-16  

Pu-238 2.1E-20  

Pu-239 4.2E-20  

Pu-240 2.2E-20  

Pu-241 1.7E-21  

Am-241 9.9E-18  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m2)) 
備考 

Am-242m 1.4E-17 子孫核種 Am-242 を考慮 

Am-243 1.3E-16 子孫核種 Np-239 を考慮 

Cm-242 2.6E-20  

Cm-243 7.1E-17  

Cm-244 3.1E-20  

 

表 VIII-3 FGR15を用いた遊泳、海中作業における海水からの放射線による実効線量換

算係数 

核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

H-3 6.2E-27  

C-14 2.8E-21  

Mn-54 8.0E-17  

Fe-59 1.2E-16  

Co-58 9.2E-17  

Co-60 2.5E-16  

Ni-63 7.8E-24  

Zn-65 5.7E-17  

Rb-86 9.8E-18  

Sr-89 5.1E-19  

Sr-90 1.1E-19  

Y-90 9.5E-19  

Y-91 8.4E-19  

Nb-95 7.3E-17  

Tc-99 3.1E-20  

Ru-103 4.5E-17  

Ru-106 5.7E-25  

Rh-103m 1.0E-20  

Rh-106 2.1E-17  

Ag-110m 2.7E-16  

Cd-113m 1.0E-19  

Cd-115m 3.8E-18  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

Sn-119m 1.7E-19  

Sn-123 1.1E-18  

Sn-126 1.5E-16 子孫核種 Sb-126m を考慮 

Sb-124 1.9E-16  

Sb-125 3.8E-17  

Te-123m 1.1E-17  

Te-125m 6.0E-19  

Te-127 5.6E-19  

Te-127m 2.0E-19  

Te-129 5.7E-18  

Te-129m 3.1E-18  

I-129 5.1E-19  

Cs-134 1.5E-16  

Cs-135 2.3E-20  

Cs-136 2.1E-16  

Cs-137 1.0E-19  

Ba-137m 5.5E-17  

Ba-140 2.5E-16 子孫核種 La-140 を考慮 

Ce-141 5.8E-18  

Ce-144 1.4E-18  

Pr-144 4.3E-18  

Pr-144m 4.8E-19  

Pm-146 6.8E-17  

Pm-147 9.4E-21  

Pm-148 5.8E-17  

Pm-148m 1.9E-16  

Sm-151 6.1E-23  

Eu-152 1.1E-16  

Eu-154 1.2E-16  

Eu-155 3.9E-18  

Gd-153 5.6E-18  

Tb-160 1.1E-16  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

Pu-238 6.6E-21  

Pu-239 7.3E-21  

Pu-240 6.5E-21  

Pu-241 1.1E-22  

Am-241 1.2E-18  

Am-242m 1.1E-18 子孫核種 Am-242 を考慮 

Am-243 1.7E-17 子孫核種 Np-239 を考慮 

Cm-242 7.5E-21  

Cm-243 1.0E-17  

Cm-244 7.9E-21   

 

表 VIII-4 FGR15 を用いた海浜砂からの放射線による実効線量換算係数 

核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

H-3 3.4E-23   

C-14 3.1E-20   

Mn-54 2.6E-17  

Fe-59 3.9E-17  

Co-58 3.0E-17  

Co-60 8.3E-17  

Ni-63 4.1E-21  

Zn-65 1.9E-17  

Rb-86 4.4E-18  

Sr-89 1.2E-18  

Sr-90 2.6E-19  

Y-90 2.3E-18  

Y-91 1.4E-18  

Nb-95 2.4E-17  

Tc-99 1.0E-19  

Ru-103 1.4E-17  

Ru-106 8.6E-22  

Rh-103m 6.6E-22  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

Rh-106 1.0E-17  

Ag-110m 8.7E-17  

Cd-113m 2.5E-19  

Cd-115m 2.3E-18  

Sn-119m 1.2E-20  

Sn-123 1.3E-18  

Sn-126 4.8E-17 子孫核種 Sb-126m を考慮 

Sb-124 6.1E-17  

Sb-125 1.2E-17  

Te-123m 3.1E-18  

Te-125m 5.1E-20  

Te-127 4.6E-19  

Te-127m 2.9E-20  

Te-129 2.7E-18  

Te-129m 1.3E-18  

I-129 7.9E-20  

Cs-134 4.8E-17  

Cs-135 8.4E-20  

Cs-136 6.6E-17  

Cs-137 2.6E-19  

Ba-137m 1.8E-17  

Ba-140 8.3E-17 子孫核種 La-140 を考慮 

Ce-141 1.8E-18  

Ce-144 4.2E-19  

Pr-144 4.2E-18  

Pr-144m 8.7E-20  

Pm-146 2.2E-17  

Pm-147 4.8E-20  

Pm-148 2.0E-17  

Pm-148m 6.0E-17  

Sm-151 5.5E-21  

Eu-152 3.6E-17  
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核種 
実効線量換算係数 

((Sv/s)/(Bq/m3)) 
備考 

Eu-154 3.9E-17  

Eu-155 9.5E-19  

Gd-153 1.2E-18  

Tb-160 3.5E-17  

Pu-238 5.3E-22  

Pu-239 1.5E-21  

Pu-240 5.5E-22  

Pu-241 7.5E-23  

Am-241 2.2E-19  

Am-242m 1.2E-18 子孫核種 Am-242 を考慮 

Am-243 4.8E-18 子孫核種 Np-239 を考慮 

Cm-242 5.9E-22  

Cm-243 2.9E-18  

Cm-244 1.0E-21   

 

 

VIII-3.  被ばく評価結果 

 以下の３ケースの外部被ばく線量評価結果について、表 6-1-22 の評価結果と比較したも

のを表 VIII-6 に示す。 

実測値の核種組成によるソースターム 

i. K4 タンク群（トリチウム以外の 63 核種の告示濃度比総和 0.29） 

ii. J1-C タンク群（トリチウム以外の 63 核種の告示濃度比総和 0.35） 

iii. J1-G タンク群（トリチウム以外の 63 核種の告示濃度比総和 0.22） 

 

いずれの評価においても、廃止措置ハンドブックの換算係数を用いた評価が FGR15 の換

算係数を用いた評価よりも大きい結果となった。廃止措置ハンドブックの換算係数による評

価では、換算係数が算出されていない核種について、Co-60 など保守的な換算係数を使用し

たことで、評価結果も保守的な結果となっているものと考えられる。 
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表 VIII-6 FGR15の線量換算係数を使用した外部被ばく線量評価結果との比較 

ソース 
ターム 

実測値によるソースターム 

ⅰ. K4 タンク群 ⅱ. J1-C タンク群 ⅲ. J-G タンク群 

線量 
換算 
係数 

廃止措置ハン
ドブック 

FGR15 
廃止措置ハン

ドブック 
FGR15 

廃止措置ハン
ドブック 

FGR15 

海水面 6.5E-09 9.4E-10 1.7E-08 3.5E-10 4.7E-08 8.4E-10 

船体 4.8E-09 1.7E-09 1.2E-08 8.9E-10 3.3E-08 2.1E-09 

遊泳 4.5E-09 4.6E-10 1.2E-08 1.7E-10 3.2E-08 4.1E-10 

海浜砂 7.8E-06 1.4E-06 2.1E-05 5.7E-07 5.6E-05 1.4E-06 
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